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面積…26.44k㎡

人口…119,008人（前月比-80）

　男…  57,085人

　女…  61,923人

世帯…  48,584　　

　（平成22年2月28日現在）
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発展性を示しています。
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　平成 22 年羽曳野市議会第 1 回定
例会の開会にあたり、平成 22 年度
の市政運営の基本方針と主要施策を
お示しし、議員各位並びに市民の皆
様のご理解とご協力を賜りたいと存
じます。
　私は、2 期目の市長就任以来、次
代のはびきのを見据え、「今あるも
ので、今できることを、今すぐ実現
する」、「次代にツケを先送りしない」
を信条に、市政運営に全力を注ぎ、「再
生から躍進へ」と取り組んでまいり
ました。今後とも、市民と行政の信
頼関係を基礎にさらなる行財政改革
を推進し、「安定と新たな羽曳野づく
り」に邁進してまいる所存でござい
ます。
　これまで私は、「賑わい」、「健康」、

「安心」、そして、「環境」の４つのキ
ーワードをもとに、市民の皆様や事
業者との信頼関係に基づく、よりよ
いパートナーシップを築きながら、
協働によるまちづくりを推進してま

いりました。
　今後は、次代への夢と希望を実現
するため、こうした考えのもと、次
の３つのまちづくりを大きな目標に
掲げ、市民の皆様と協働で、それぞ
れの施策を展開し、まちづくりを推
進してまいります。
　まずは、「健康と賑わい、元気な
はびきの」です。地域ストックを活
かした定住環境の整備と市民の活発
な交流活動の促進で「人の集うはび
きの」、また、元気高齢者をはじめ
とする地域活動の支援で「活力ある
はびきの」の実現をめざしてまいり
ます。
　次に、「教育と安らぎ、笑顔のは
びきの」です。地域の人材育成と協
育による学校支援で次代を担う「子
どもたちの笑顔」、また、地域再生
と地域福祉への積極的支援で「人づ
くりのはびきの」の実現をめざして
まいります。
　最後に、「人材と創造、誇れるは

施政方針施政方針
平成 22 年度

羽曳野市長　　北川嗣雄
　次代に向け、夢と希望を育むまちづくりの実現を実現するため、

「健康と賑わい、元気なはびきの」
「教育と安らぎ、笑顔のはびきの」
「人材と創造、誇れるはびきの」
3 つのはびきのづくりを通じて、全力で市政運営に取り組みます。
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びきの」です。地域の魅力を活かし
たソフト施策と広域化の推進で「誇
れるはびきの」、また、健全財政の維
持と市民協働のまちづくりで「健全
都市はびきの」の実現をめざしてま
いります。
　それでは、平成 22 年度の市政運
営について、市政を取り巻く社会経
済情勢を踏まえて、私の所信を申し
述べます。
　まず、経済情勢ですが、景気は、
金融危機の最悪期からは脱出し、緩
やかな回復となる見通しですが、デ
フレと不況の悪循環に陥る瀬戸際に
きており、企業、家計に不安感が募
っています。また、雇用情勢は、完
全失業率が高水準で、新卒予定者の
採用内定率も過去最悪な状況です。
このような状況から脱却するために
は、あらゆる手段の景気対策を切れ
目なく実施することが緊要となって
います。
　また、阪神・淡路大震災から 15
年を迎えた今年、ハイチで大規模な
地震が発生し、その被害は、壊滅的
で想像を絶するものとなっています。
国内では昨年８月、静岡県で最大震
度６弱の地震に見舞われ、東名高速
道路の一部が崩落するなど、多数の
被害が発生しました。耐震改修はも
とより危機管理体制の充実などが問
われており、総合的な防災対策を進
めていかなければなりません。
　次に、地球温暖化防止に向け、昨
年末に、国連気候変動枠組み条約第
15 回締約国会議（ＣＯＰ 15）が開
催され、日本は、温室効果ガスの排
出量を 2020 年までに 1990 年比で
25％削減するという目標を掲げまし
た。ゴミの減量化や資源の再利用、
環境負荷を減らした「エコ製品」の
開発・普及など、企業はもとより我々
一人ひとりが地域社会の一員として、

「環境にやさしい低炭素社会」の実現
に向けた取り組みを進めていく努力
が大切です。

　最後に、日本は、世界にも類を見
ない急激な人口減少、「少子高齢社会」
に突入しており、このような状況が
加速していく中で、現在世代と将来

世代の世代間格差を解消しなけれ
ば、「未来への責任」は果たせません。
年金や医療、介護などの社会保障に
対する将来への大きな不安と、子育
てや教育などの施策に対する充実へ
の期待は、これまで以上に高まって
おり、生産性の向上や新たな社会保
障制度の確立など、長期的に持続可
能な社会の実現へ向けた取り組みを
進めていかなければなりません。
　このような社会経済状況の中、国
においては、鳩山首相の掲げる「コ
ンクリートから人へ」の基本理念の
もと、第 2 次補正予算が成立し、さ
らに、平成 22 年度予算においても、
公共事業費をかつてない規模で減ら
す一方、子ども手当の創設をはじめ
とする「暮らしの安心」にかかわる
予算を大幅に増やすなど、国民の生
活改善に向けた取り組みが進められ
ています。一方、国の財政は、世界
経済危機の影響で税収が大幅に減少
する中で、過去最大規模の国債を発
行するなど、極めて厳しい状況であ
ります。

　本市の財政状況については、財政
健全化の取り組み等により、かろ
うじて黒字財政を維持しているもの
の、財政調整基金等からの繰り入れ
や退職手当債を発行しており、決し
て、赤字体質から完全に脱却したと
は言えない状況であります。歳入面
では、景気の影響などにより、基幹
的収入である市税が大幅に減少する
見込みとなっています。また、歳出
面では、義務的な支出である扶助費
は増加し、公債費は高止まりのまま
で、経常収支比率や将来負担比率も
高く、このままでは赤字財政への転
落が危惧されます。
　このような状況において、次代に
過重な負担を先送りせず、収支均衡
の下で弾力的な財政構造と持続可能
な財政基盤を確立し、質の高い市民
サービスを提供するためには、さら
なる行財政改革を着実に推進しなけ
ればなりません。そのため、今後 5
年間の「新たな財政健全化計画」を
策定し、行財政運営の再構築をめざ
してまいります。
　平成の大合併が終息を迎えつつ、
国では、「国と地方の協議の場」の

法制化や国による地方への「義務付
けの見直し」など、「地域主権改革」
の議論が活発化し、国から地方に権
限や財源を移譲する真の地方分権の
実現に向け、新たな一歩を踏み出
しました。また、国に先駆けて、大
阪府では、「大阪発“地方分権改革”
ビジョン」が発表され、現在、平成
22 年度からの 3 年間で、府内全市
町村に特例市並みの権限移譲を目標
に取り組みを推進しています。
　真の地方分権は、国、都道府県、
市町村のそれぞれの役割分担を明確
にした上で、権限移譲に見合う財源
措置や人的支援が不可欠であり、自
己決定、自己責任の原則のもとで、
より地域の実情に応じた行政サービ
スを提供できる改革でなければなり
ません。そのため、行財政改革によ
る経営の健全化、人材の育成を図り
ながら、広域行政や広域連携を推進
し、市民参画、市民協働のもと、地
域の特性を活かした魅力あるまちづ
くりを展開してまいります。
　以下、3 つのはびきのづくりにつ
いて、その大要を申し述べます。
　まずは、「健康と賑わい、元気な
はびきの」づくりです。
　子どもから高齢者まで誰もが元気
で明るく健康に活躍できる社会の実
現をめざし、それぞれの地域の魅力
を最大限に活かした“賑わいと交流
の場”づくりを進めてまいります。
　古市駅前周辺地区においては、本
市の玄関口にふさわしい「交通ター
ミナル拠点」の形成に向けて、市民
が憩え、交流できるコミュニティ広
場やあらゆる世代が交流できるよう
な公共施設の再整備に取り組むとと
もに、古市駅舎のエレベーター設置
をはじめ、安全で快適な歩行空間の
確保を図り、地域の賑わいを創出し
てまいります。
　次に、駒ヶ谷地区においては、本
市にとっての象徴である地場産品の
葡萄や豊かな自然、歴史的資源を活
用し、地域の魅力をさらに磨き輝か
せるとともに、自然とのふれあいや
人との出会いを大切にした交流活動
の促進に取り組んでまいります。特
に、遊休農地については、その現
状や所有者の意向などを把握した上



4 −はびきの　2010.4.1−

で、その有効活用を検討し、地場産
業の活性化、新たな雇用の創出につ
なげてまいります。
　さらに、恵我ノ荘駅前周辺地区に
おいては、府道郡戸大堀線の整備を
促進するなど、交通安全対策を推進
するとともに、駅前南側整備等によ
る地域の賑わいを創出することによ
り、住環境の向上と商業の振興に努
めてまいります。
　また、はびきのコロセアムにおい
ては、施設の利便性と有効利用を図
るため、公共施設循環バスを増便さ
せるとともに、市民の健康づくりを
支援する健康まつりや健康フォーラ
ム、都市緑化を推進するグリーンフ
ェスタを開催するなど、スポーツは
もとより市民の交流活動を促進する
ことにより、地域の活性化を図って
まいります。
　次に、「教育と安らぎ、笑顔のはび
きの」づくりです。
　次代を担う子どもたちの健全な育
成を図るとともに、高齢者や障害者
をはじめ市民誰もが安心して暮らせ
る地域社会の構築に取り組んでまい
ります。
　まず、安全で安心な教育環境を提
供するため、喫緊の課題である学校
施設の耐震化対策を重点的かつ早急
に実施してまいります。また、次代
を担う子どもたちの健やかな成長は
誰もの願いであり、「教育の充実」は、
各家庭はもとより、地域、学校園、
行政が連携、協力して教育環境の向
上に取り組んでいかなければなりま

せん。「大阪の教育は羽曳野から改革
する」、「大阪の教育を羽曳野がリー

ドする」という気概をもって、「生き
る力」の育成に取り組んでまいりま
す。埴生校区においては、学校施設
の耐震改修を契機に、幼稚園をはじ
め小学校、中学校の一貫教育をさら
に充実させるとともに、公共施設の
一体的な活用方法のあり方を検討し、
一層の市民サービスの向上が図られ
るよう施策を展開してまいります。
　また、本年１月に、市役所で働く
職員と地域の先輩が自学自習をサポ
ートする「はびきの中学生 study-
Ｏ（ｽﾀﾃﾞｨｵ）」事業を試験的に実施し
ており、このプレ事業の結果を踏ま
え、平成 22 年度から本格的に実施し、
中学生の学力向上に取り組んでまい
ります。
　さらに、就学前の子どもたちの健
全な発達を育むため、幼稚園、保育
園と子育て支援センター等との連携
強化を図り、教育・保育環境や子育
て支援を一層充実するとともに、親
子のふれあいや子どもたちが交流で
きる場づくりに取り組んでまいりま
す。
　また、乳幼児から高齢者まで市民
一人ひとりが住み慣れた地域でいつ
までも心身ともに健康で安心して生
活できるよう、小児救急医療をはじ
めとする地域医療体制の充実や健康
づくりを推進するとともに、家庭、
地域、関係機関との連携を強化し、
地域で支え合い、助け合う地域福祉
の充実を図ってまいります。
　最後に、「人材と創造、誇れるはび
きの」づくりです。
　豊かな歴史的資源と恵まれた自然
環境は、市民誰もが誇れる本市の貴
重な財産です。このような地域資源
の保全・活用に努め、自然や歴史と
共存できるまちづくりを推進してま
いります。
　古市古墳群については、大阪府、
堺市、藤井寺市との４者のさらなる
連携、協力に努め、市民の皆様とと
もに、「百舌鳥・古市古墳群の世界文
化遺産登録」をめざして取り組んで

まいります。

　また、今年は奈良県で平城遷都
1300 年祭が開催されており、これ
を契機として、太子町と共同で、大
阪と奈良を結ぶ日本最古の官道であ
る「竹内街道」の魅力を活かした協
働イベントの実施に向けて取り組ん
でまいります。このような取り組み
を通じて、今後さらなる広域的な連
携、交流の輪が広がるように努めて
まいります。
　最後に、環境にやさしい循環型社
会の形成に向け、不用品の再利用を
進める（仮称）リサイクルプラザと、
市民公益活動を推進する拠点となる

（仮称）市民公益活動センターについ
ては、地域コミュニティ機能と市民
協働をさらに充実するものとして、
地域に末永く根付くようなシステム
を構築し、市民、事業者、行政が連
携して開設に向けた取り組みを進め
てまいります。
　今後とも、市民の皆様の行政への
期待に応えるべく、施策の「選択と
集中」、「知恵と工夫」によるスリム
で質の高い行財政運営に努め、市民
の皆様との協働によるまちづくりを
さらに推進し、第５次総合基本計画
の将来像である『人・時をつなぐ 安
心・健康・躍動都市 はびきの』の実
現に向け、全力をあげて取り組んで
まいります。
　それでは、平成 22 年度に取り組
む主な施策について、第５次総合基
本計画でお示ししています「まちづ
くりの目標」の 5 つの柱に沿って、
ご説明申し上げます。

　近年、異常気象による集中豪雨が
多発しており、さらに近い将来、東
南海・南海地震が発生すると予測さ
れています。市民の安全・安心な生
活を守るため、学校施設をはじめ公
共施設の耐震化対策や計画的な浸水
対策を推進するとともに、市民や関
係機関と連携し、防災体制や防犯体
制の充実に努めます。

　また、誰もが安全で快適な市民生
活を過ごせるよう、道路、公園など
の都市基盤の整備や駅前周辺の環境
整備を推進するとともに、循環型社
会の実現に向け、市民の環境意識の
高揚に努め、ゴミの減量化や資源の
再利用、省エネルギー化などの取り
組みを推進します。
①　災害発生時等の迅速かつ的確な

情報伝達を行うため、移動系防災行
政無線のデジタル化に取り組みます。
また、防災訓練をはじめ防災意識の
啓発に取り組むとともに、消防ポン
プ車の更新を進め、地域の防災力の
向上に努めます。
②　循環型社会の形成に向け、「羽
曳野市一般廃棄物処理基本計画」に
基 づ き、Reduce（ リ デ ュ ー ス ）、 

第 1 は、「安全・安心、快適で住みやすいまち」づくりの推進です。
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Reuse（リユース）、Recycle（リサ
イクル）の３Ｒの取り組みを積極的
に推進するとともに、日用品の補修
や点検が体験でき、情報発信拠点と
なる（仮称）リサイクルプラザの実
施設計を行います。その整備にあた
っては、太陽光発電の導入をはじめ、
省エネルギー対策を徹底し、温室効
果ガスの排出の抑制等に配慮した施
設整備をめざします。
　また、「生ごみ処理機の購入助成制
度」については、利用者の意見を調
査し、その効果の検証に取り組みま
す。
③　本市の玄関口である古市駅周辺
については、「古市駅周辺まちづくり
構想」及び「バリアフリー基本構想」
に基づき、市民の交流活動を通じた
地域の賑わいを創出するため、古市
駅東側広場の整備や公共施設の統廃
合に取り組みます。また、誰もが安全・
安心、快適で、生き生きと活動でき
るよう、古市駅舎のエレベーター設
置などを促進するとともに、歩行者
専用通路を整備するなど、古市駅周
辺の一体的なバリアフリー化に努め
ます。
④　府営古市住宅建替えについては、
工事用進入路となるアクセス道路の
用地買収に着手するとともに、周辺

環境整備について大阪府と積極的に
協議を進め、早期実現に向けて取り
組みます。
　また、市営住宅については、地域
住宅計画に基づき、市営住宅ストッ
ク総合改善事業により耐震性の確保
をはじめ、安全で快適な住環境の改
善に努めます。
⑤　まちの骨格となる道路整備は、
本市にとって重要な課題であり、災
害時の広域防災拠点である八尾空港
へのアクセス道路となる都市計画道
路八尾富田林線の整備を促進し、事
業認可区間の早期完成をめざしま
す。また、府道郡戸大堀線について
は、大阪府とともに整備手法も含め、
調査研究に取り組み、道路拡幅や歩
道整備を促進します。さらに、道の
駅周辺の交通渋滞対策については、
大阪府と連携し、その解消に向けた
取り組みを積極的に進めます。なお、
市道郡戸古市線については、交通の
安全性の向上を図るため、バリアフ
リー化等を推進します。
⑥　防災機能も備えた地区公園であ
る峰塚公園については、公園北東部
モニュメントゾーンに、緑と歴史に
親しむ学習室を兼ね備えた管理棟を
整備し、市民の憩いとふれあいの場
を提供します。

⑦　水道事業では、安全で災害に強
い水道の構築をめざし、将来にわた
って安定した給水を確保するため、7
ヵ年継続の第 5 次水道施設整備事業
として、施設の更新や耐震化を進め
るとともに、周辺環境に配慮した整
備に努めます。主な事業としては、
石川浄水場から羽曳山配水場間の送
水管更新工事に着手するとともに、
石川浄水場施設更新のための実施設
計等を行います。
⑧　公共下水道事業では、経営の健
全化に努め、衛生的で快適な生活環
境の改善を図るため、汚水整備につ
いて、今池処理区 15 ｈａ、大井処
理区 2 ｈａの整備を推進し、整備率
76％をめざします。また、雨水整備
については、順次、浸水個所の整備
計画を策定し、水路網の再構築と機
能強化に努め、計画的な浸水対策を
進めます。

　高齢化の急速な進展やライフスタ
イルの変化などにより、市民の健康
への意識が高くなっており、乳幼児
から高齢者まで市民誰もが心身とも
に健康に市民生活が過ごせるよう、
その予防や健康づくりの充実を図り
ます。
　また、高齢者や障害者をはじめ、
市民一人ひとりが自立して地域社会
で生活を営むことができるよう、保
健・医療、福祉が有機的に連携した
施策の展開に取り組みます。

①　市民の健康づくりについては、
日頃からの適度な運動と正しい食生
活への啓発や、健康知識の醸成に努

めます。また、市民が健康づくりに
主体的に取り組めるよう、「ふれあい
健康まつり」と「はびきの健康フォ
ーラム」を健康づくりの発信の場と
して充実を図ります。
②　国民健康保険事業では、特定健
診・特定保健指導事業計画の中間年
度である平成 22 年度において、進
捗状況評価を実施します。さらに、
特定健診等の受診率、利用率の向上
を図るとともに、医療等関係機関及
び研究機関との連携により、生活習
慣病予防、疾病予防のための国保保
健事業を推進します。また、医療費
の動向の把握、保健事業の有効性及
び効果の評価など、総合的な医療費
分析を行うことにより、医療費の適
正化を図ります。
③　救急医療については、病院等関
係機関の協力も得て、小児救急医療
をはじめとする救急医療体制の向上
に取り組むとともに、休日急病診療
所の運営について、広域的な取り組
みも含めた検討を進めるなど、初期
救急医療の充実を図ります。
④　全国で自ら命を絶つ人が絶えな

い中、その防止に向けた啓発事業に
加え、保健師や相談員による相談支
援に取り組みます。
⑤　誰もが住み慣れた地域の中で、
いつまでも健康で安心して暮らせる
よう、地域社会で支えあい、助けあ
う地域福祉の充実をめざし、第 2 期
地域福祉計画を策定します。
⑥　第４期高年者いきいき計画に基
づき、介護保険事業の適正な運営を
行うとともに、老人保健施設や地域
密着型サービス等の基盤整備を促進
します。また、高齢者のための総合
的な相談と介護予防等の支援の充実
を図るとともに、徘徊高齢者の早期
発見及び身元不明の高齢者の早期確
認を行うため、南河内圏域市町村徘
徊高齢者ＳＯＳネットワークに参画
し、体制の充実を図ります。
⑦　障害のある方が自立した日常生
活や社会生活を営むことができるよ
う、障害福祉サービスの充実に努め
るとともに、障害者施策の基本とな
る障害者基本計画の見直し作業に着
手します。

第２は、「健康で生き生きと暮らせるやさしいまち」づくりの推進です。
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　少子化や核家族化の進展、さらに、
長引く景気低迷により、子どもを産
み、育てることに不安を抱かせ、子
どもを取り巻く環境に大きな影響を
与えていることから、子育て支援の
充実を図るとともに、子どもたちの
居場所づくりを推進します。
　また、子どもたちが安全で快適に
過ごせるよう、耐震化をはじめとす
る教育施設等の改修を推進するとと
もに、次代を担う子どもたちがたく
ましく生き抜くための「生きる力」
を育むため、教育環境の充実に取り
組みます。さらに、青少年の社会参
加、人との交流機会のさらなる充実
など、家庭、地域、学校園等と連携
して、子どもたちの健全な成長を育
む環境づくりを推進します。
①　「はびきのこども夢プラン」後期
計画に基づき、次代を担う子どもた
ちの健やかな成長を総合的に支援し
ます。
　また、地域の実情や市民ニーズを
踏まえ、高鷲保育園において、親の
就労形態の多様化などに対応する特
定保育事業を実施するとともに、駒
ヶ谷幼稚園においては、預かり保育
事業を開始します。さらに、少子化
における園児数の減少に伴い、子ど
もたちの入学や進学への不安感の解
消や特色ある学校園づくりを推進す
るため、他校園との交流を積極的に
行うことにより、教師をはじめ、子
どもたちの交流活動をさらに充実し
ます。

　また、次世代の社会を担う子ども
たちの成長を社会全体で応援するた
めに創設された子ども手当の円滑な
支給に努めます。
②　子どもたちに安全で良好な教育
環境を提供するため、小学校におい
て、高鷲小学校をはじめ 11 校、ま
た、中学校においては、羽曳野中学
校をはじめ３校の耐震補強工事を実
施するなど、学校教育施設の耐震化
対策について重点的に取り組みます。
さらに、教育環境の改善を図るため、
古市小学校の校舎増築工事を実施し
ます。
③　子どもの安全対策については、
今後とも学校、地域、各種団体と連
携し、児童の安全が確保できるシス
テムの再構築を図るとともに、学校
施設の防犯対策の強化、充実を図る
ため、全小学校に防犯用カメラを設
置します。
④　不登校の未然防止、不登校児童・
生徒への心理的ケア、さらに教職員
とともにサポート体制の強化を図る
ほっとスクール支援員派遣事業をは
じめ、多様な教育課題に対応するた
め、教員の資質の向上を図るスクー
ルフロンティア事業、スクールコー
ディネーター事業を継続的に実施す
ることにより、学校教育の充実に努
めます。また、放課後や週末等の子
どもたちの居場所づくりとして、地
域ボランティアを中心に、小学校で
実施している土曜子どもクラブや放

課後子ども教室、まなび舎 Kids 事
業等については、留守家庭児童会の
これまでの実績や課題を踏まえ、今
後のあり方について包括的に検討し
ます。さらに、現在 2 つの中学校で
実施しているまなび舎 Youth 事業に
ついては、学習習慣の定着や学力向
上を図るため、市内全中学校で実施
します。
　また、現在試験的に実施している
中学生の自学自習をサポートする「は
びきの中学生 study- Ｏ（ｽﾀﾃﾞｨｵ）」
事業については、その実績を踏まえ、
中学生の学力向上に向けて本格的な
実施に取り組みます。

⑤　自然体験や交流活動を促進する
ため、野外活動広場「ふれ愛広場」
において、市内在住の青少年等を対
象にふれ愛キャンプを開催するとと
もに、野外活動の多様なニーズに応
え、子どもから高齢者まで安心して
野外活動に参加できるよう、市立グ
レープヒルスポーツ公園の管理棟を
宿泊可能な施設として整備します。

　市民一人ひとりの人権が尊重され、
真に自由、平等で平和な社会の実現
に向け、より多くの市民参画のもと、
人権教育、人権啓発を推進するとと
もに、平和意識の高揚に取り組みま
す。
　また、性別や年齢に関わりなく、
自らの能力を発揮でき、より豊かな
人間性を育む生涯学習やスポーツ・
レクリエーション活動ができる環境
整備や仕組みづくりを進めます。
　さらに、地域資源を活かした魅力
あるまちづくりを推進し、市民や各
種団体、事業者との協働のもと、人
の交流と賑わいによる地域の活性化
を図ります。
①　すべての市民の基本的人権を尊
重し、人権に対する意識の向上を図

るため、「（仮称）羽曳野市人権施策
基本方針」の策定に向けて取り組む
とともに、人権に関する各種相談、
人権教育や人権啓発など人権擁護活
動を促進します。
②　オーストリア・ウィーン市 13
区ヒーツィングとの友好都市提携 15
周年を記念し、（仮称）ウィーン展を
開催するとともに、終戦 65 年を節
目として、戦争の悲惨さと平和の尊
さについて、さらに理解を深めても
らえるよう、平和展を充実して開催
します。
③　「読書のすすめ」を促進するた
め、昨年は中央図書館内に野球をは
じめ、スポーツ関係に特化した「ダ
ルビッシュ有文庫」を開設いたしま
した。現在、障害者にとって利用し

やすく、来訪者の憩いの場となる
よう、市役所正面玄関の再整備を
進めており、森の郵便局内に親子
がふれあえ、気軽に読み聞かせの
できる幼児・児童向けの子ども図
書コーナーの開設に取り組んでい
ます。また、ブックステーション
支所については、はびきのコロセ
アムに移転し、利用者の利便性や
読書環境の向上を図ります。今後

第３は、「次代を担う子どもを育むまち」づくりの推進です。

第４は、「魅力ある地域社会を拓く活力あるまち」づくりの推進です。
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とも、それぞれの施設の図書環境、
図書機能の充実に努め、市民の読書
活動を促進します。
④　健康ふれあいの郷グラウンド・
ゴルフ場については、既存のコー
スとは異なる特徴のある整備に向け
て、新たな 8 ホール（1 コース）の
実施設計を行い、子どもたちと高齢
者が交流できるような取り組みを進
めます。また、本市のスポーツ拠点

であるはびきのコロセアムについて
は、新たにシャワー室を設置し、利
用者の利便性や快適性のさらなる向
上に取り組みます。
⑤　地域の活性化と人の交流を図
るため、「駒ヶ谷駅周辺まちづくり
構想」に基づき、地域の活動の拠
点となる広場整備に取り組むととも
に、遊休農地の有効活用を検討し、
地域資源を活用する体制整備に努め
ます。また、農業後継者への支援や
広く新規就農の掘り起こしにつなが
る仕組みづくりに向けて取り組みま
す。
⑥　道の駅「しらとりの郷・羽曳野」
については、都市間交流や各種イベ
ントなどにも活用できる広場の整備
に取り組み、利用者の利便性の向上
を図るとともに、南河内地域の情報

発信基地として機能の充実に努めま
す。
⑦　歴史的資源を活かしたまちづく
りでは、百舌鳥・古市古墳群の世界
文化遺産登録に向け、類似資産との
比較研究などの課題整理と気運の醸
成に取り組むとともに、太子町と共
同で、「竹内街道」の魅力を活かし
た協働イベントを開催します。
⑧　雇用問題については、国の緊急
雇用対策を継続して活用し、失業者
等の雇用機会の創出に向けた取り組
みを進めるとともに、各種相談や情
報提供を行います。また、消費者相
談については、消費生活相談室を開
設し、相談活動の充実を図ります。

　まちづくりは、市民一人ひとりが
主役です。地域主権の実現に向け、
市民の自主的な参画を促進するとと
もに、市民活動を支援することによ
り、市民と行政の信頼関係によるパ
ートナーシップを築き、お互いの役
割と責任を明確にした上で、それぞ
れが「知恵と工夫」を出し合い、市
民と行政との協働によるまちづくり
を推進します。
　また、厳しい財政状況を踏まえ、
限られた財源の中で、より効果的・
効率的で市民ニーズに応じたサービ
スの提供ができるよう、施策の「選
択と集中」はもとより徹底した行財
政改革に取り組みます。
①　市民活動の拠点となる（仮称）
市民公益活動センターについては、
市民の活動がより充実できるよう、

（仮称）リサイクルプラザと一体的
に整備内容や仕組みづくりの検討を
加え、準備委員会とともに開設に向
けて取り組みます。
②　戸籍の電算化については、シス
テムの運用を開始し、戸籍謄本や附
票などの発行をはじめ、事務の迅速
化を図り、満足度の高い市民サービ
スの提供に努めます。

　 ま た、
地 上 波
デ ジ タ
ル 放 送
へ の 円
滑 な 移
行 に 向
けて、国

の動向を踏まえ、市民に正確かつ迅
速な情報提供を行うとともに、公共

施設におけるデジタル化や電波障害
等の対策に取り組みます。
③　行政サービスの電子化の進展に
より、個人情報をはじめとする情報
セキュリティの確保が重要となって
おり、情報セキュリティレベルの向
上を図るため、技術的なセキュリテ
ィ対策や職員の意識改革に努めます。
　さらに、個人情報の不正利用の防
止や不正請求を抑止するため、住民
票や戸籍謄本などについて、本人の
代理や第三者に交付した際に、その
事実を知らせる本人通知制度を実施
します。
　また、市民の安全・安心を確保す
るため、関係機関と連携し、公の施
設における暴力団の利益となる使用
を制限する仕組みづくりに努めます。
④　市税の新たな滞納の発生を防ぐ
ため、現年度分の自主納付を呼びか
ける民間委託による市税催告コール
センターを引き続き設置します。ま
た、不動産公売やインターネット公
売の実施による滞納処分の迅速化等
により、徴収率の向上を図ります。
⑤　新たな財政健全化計画に基づき、
効果的・効率的な行財政運営に取り
組むとともに、事務事業評価により
行政の透明性の確保や成果志向の行
政運営を推進し、市民サービスの向
上を図ります。
⑥　地方分権の推進については、住
民に最も近い基礎自治体として地域
の実情や市民ニーズに適した行政サ
ービスが提供できるよう、国や大阪
府に権限と財源の移譲を働きかける
とともに、近隣市町村をはじめとす
る他の自治体との広域行政や広域連

携事業の充実を図ります。また今年
度は、これまで大阪府で実施してき
た 23 事務の権限移譲を進めます。
　以上、平成 22 年度施政方針を申
し述べました。本方針に基づき、今
定例会に提案させていただいていま
す「平成 22 年度当初予算案」をは
じめ、各議案につきまして、ご審議
の程よろしくお願い申し上げます。
　本市は、昨年 1 月に市制施行 50
周年を迎え、これを契機に、さらな
る羽曳野の飛躍に向け、「次代のはび
きのづくり」に取り組んでいるとこ
ろでございます。
　今後とも、市民の皆様と協働で、
子どもから高齢者の方まで「羽曳野
に住んでよかった、今後も住み続け
たい」と感じていただけるよう、「ふ
るさと羽曳野」づくりに向けて、あ
らゆる努力を積み重ねてまいりたい
と存じます。
　景気や国政が不安定、不確かな状
況で、先が見えないこの時代にあっ
て、我々地方自治体の置かれる立場
は、さらに厳しいものとなっており
ますが、「はびきのからまちを変え
る」、「今よりもさらにもう一歩前進
させる」という意気込みで、「元気な
はびきの」、「笑顔のはびきの」、「誇
れるはびきの」の実現に向け、邁進
してまいる所存です。
　今後とも、市政運営に全力を傾注
して取り組んでまいりたいと存じま
すので、どうか議員並びに市民の皆
様におかれましては、より一層のご
理解とご協力を賜りますようお願い
申し上げます。

第５は、「信頼に基づく市民とともにつくるまち」づくりの推進です。


